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第１章 策定の背景・目的 

１ はじめに                              

全国の地方都市では、郊外への大型ショッピングセンターの進出やインターネット販売の

拡大、急激な人口減少・少子高齢化が進み、これまで一定規模の商圏のもと様々な産業や機

能が集積していた中心市街地の衰退が課題となっています。 

山形市においても中心市街地の衰退が課題となっており、活性化に向けて５年から６年と

いう短期間での目標達成を目指す「中心市街地活性化基本計画」や中心市街地の将来ビジョ

ンを示す「中心市街地グランドデザイン」を策定し、これらの計画に基づき、街なか観光推

進として「山形まるごと館紅の蔵」や「御殿堰」の整備をはじめ、中心市街地 100円循環

バスとベニちゃんバスの統合、地域大学と連携した「準学生寮」の整備支援、創造都市の拠

点である「やまがたクリエイティブシティセンターＱ１」の整備、「コミュニティサイクル」

の設置、「旧千歳館」の利活用など様々な事業に取り組んでいます。 

この他にも民間事業者が主体となり、御殿堰の景観を活かした商業施設である「水の町屋

七日町御殿堰」や「七日町ルルタス」をはじめ、商業やオフィスなどの複合施設にリノベー

ションをした「とんがりビル」、ショッピングスーパー「２５６」、御殿堰沿いの結婚式場   

「オワゾブルー山形」、旅篭町にぎわい拠点施設「gura」といった様々な施設がオープンす

るなど、多くの民間投資が創出されています。 

そのような中、令和２年１月、中心市街地の商業の核店舗であった百貨店・旧大沼山形本

店（以下「旧大沼」という。）が閉店し、歩行者交通量の減少など中心市街地に大きな影響

を及ぼしています。 

現在、旧大沼が立地していた七日町の周辺では、山形の老舗和洋菓子店である「十一屋」

の新店舗が完成し、これに合わせた「御殿堰」の整備や、「御殿堰」を活かした街区整備を

目指す「粋七」の推進、山形銀行本店の建設、新市民会館の整備など、多くの事業が進んで

いるとともに、旧大沼周辺エリアにおいては、山形市立病院済生館の新病院整備と連携した

まちづくりに向け、検討を進めております。 

本市では、「健康医療先進都市」と「文化創造都市」をまちづくりの二大ビジョンに据え、

持続可能なまちづくりを進めているところですが、このような中心市街地を取り巻く環境の

変化を踏まえ、「中心市街地グランドデザイン」を改訂し、「歩くほど幸せになるまち」とい

う新たなまちづくりのテーマを設定しました。このテーマのもと、中心市街地への民間投資

や活動を創出し、中心市街地の価値の向上を目指すべく、各種プロジェクトに取り組んでお

ります。 
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旧大沼周辺エリアについては、改訂したグランドデザインに基づき、定住人口・関係人口・

交流人口の拡大や滞在時間の増加を図り、中心市街地の活性化をけん引するエリアとするた

め、法定再開発を念頭に検討を進めることとしており、当該開発における手法や整備すべき

機能の検討に当たって重視する視点などを定める、七日町賑わい創出拠点整備基本方針（以

下、「基本方針」という。）を策定します。 
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２ 基本方針の対象エリア                        

 本基本方針においては、下記のエリア（以下、「旧大沼周辺エリア」という。）を対象とし

ます。 

 山形市立病院済生館を含めた旧大沼から TAN6 SQUARE ビルまでの街区において、   

山形市としての再開発の方針を定めます。 

 

 

 

 

施設名 

市立病院済生館 

旧大沼 

横田ビル 

PINUSビル 

CROSS七日町ビル 

az七日町ビル 

TAN6 SQUAREビル 
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新市民会館の整備(～R10) 

山形銀行の建設(～R7)

旧千歳館の利活用 

整備イメージ 

粋七（御殿堰を活かした街区整備） 

御殿堰の延長整備(～R5) 

＜参考＞旧大沼周辺エリアと中心市街地のエリア及び周辺の事業位置図 

 

 

 

 

 

 

  

新たな済生館の整備(～R12頃)・旧大沼周辺の再開発 

整備イメージ 

旧大沼周辺エリア 

中心市街地のエリア 
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３ これまでの経過                           

 基本方針策定にあたり、これまでの主な経過について下記のとおりまとめます。 

年月 主な内容 

令和２年１月 ・株式会社大沼が自己破産 

令和２年１２月 

・競売により、山形市都市振興公社（以下「公社」という。）が落札 

・山形市と公社による旧大沼利活用プロジェクトチームを設置し、利活

用策の検討を開始 

令和３年３月～ 

・旧大沼セットバック部分でイベント等により賑わいを創出する短期的

な利活用を実施 

  

（イベントの様子） 

令和３年７月～ 

  令和４年３月 
・サウンディング型市場調査の実施（対話参加：２２社） 

令和４年１１月 ・中心市街地グランドデザインの改訂 

令和５年２月 ・済生館の現地建替え及び旧大沼周辺エリアの法定再開発の検討を公表 

令和５年４月～ ・旧大沼周辺エリアにおける地権者との勉強会を開催 
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４ 基本方針の位置づけ                         

 基本方針は、中心市街地に関する各種調査や旧大沼周辺エリアにおける地権者（以下、「地

権者」という。）との勉強会、市民や商店街など関係者からなるまちづくり委員会などから

得た視点を踏まえ、本エリアでの再開発に関する本市としての方針を示すもので、本市の上

位計画や関連計画等との整合性を図っていきます。 

  

 

 

 

 

  

上位計画 

山形市基本構想 

山形市発展計画 

山形市中心市街地グランドデザイン 

関連計画 

山形市都市計画マスタープラン 

山形市立地適正化計画 

山形市中心市街地活性化基本計画 

 など 

関連計画 

七日町賑わい創出拠点整備基本方針 

即す 即す 

計画に基づき策定 
整合性の確保 
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第２章 関連計画について 

  旧大沼周辺エリア一帯の再開発は、本市の中心市街地活性化に向けた重要な取り組みで

あり、関連する計画について下記のとおりまとめます。 

１ 山形市基本構想                      

山形市基本構想は、将来にわたり市民が共有できるまちづくりの理念を定めたものです。

平成１８年の策定以降、中核市への移行やユネスコ創造都市ネットワークへの加盟認定等、

本市を取り巻く状況に大きな変化が生じたことなどから、状況の変化に応じた見直しを行う

ため、令和３年に改訂し、新たな視点を盛り込み「みんなで創る山形らしさが輝くまち～健

康医療先進都市～」を、めざす将来都市像としています。 

２ 山形市発展計画２０２５                  

本市では、山形市発展計画（平成２７年度～令和元年度）に基づき、「世界に誇る健

康・安心のまち『健康医療先進都市』」に向けた取組みを進めてきました。この取組みの

成果や課題を踏まえ、第２期山形市まち・ひと・しごと創生総合戦略を兼ねる山形市発展

計画２０２５（令和２年度～令和６年度）を策定しました。さらに令和３年２月、新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大により、当計画の策定時には想定していなかった社会経済

状況や住民の意識・価値観の変化などを踏まえ、当計画に「感染症に強いまちづくり」及

び「アフターコロナにおける地方創生の推進」の視点を追加しています。 
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３ 山形市中心市街地グランドデザイン             

本市では、時代の変化とともに中心市街地を取り巻く環境が大きく変化していることを

踏まえ、山形市中心市街地活性化戦略本部を設置し、課題の整理を行い、中心市街地の将

来ビジョンを示す山形市中心市街地グランドデザインを平成３１年２月に策定しました。 

 これまでも中心市街地活性化基本計画に基づき取組を進めていましたが、グランドデザ

インを策定したことにより、「商業」分野のみによる活性化だけではなく、「居住」「ビ

ジネス環境」「観光」「医療・福祉・子育て」「文化・芸術」の様々な分野の魅力向上を

通じて中心市街地の価値を高めていく方向性を示しながら、様々な事業に取り組み、民間

投資の促進や居住人口の増加など、一定の成果をあげています。 

また、昨今の中心市街地の状況の変化を踏まえ、令和４年１１月に改訂を行い、これま

でグランドデザインで示してきた目的や様々な分野での魅力向上の取組推進といった方向

性は継承しつつ、取組の追加や、取組の効果を面的に波及させるための各分野共通のコン

セプトを設定し、新たなテーマとして「歩くほど幸せになるまち」を掲げました。 

改訂にあたっては、ゾーニング計画も一部見直しており、旧大沼周辺エリアにおいては

「商業強化・居住推進ゾーン」「医療福祉・居住・子育て推進ゾーン」「戦略的景観構築

ブロック」の３つのゾーンに係るエリアとなっています。 

 

 

 

【グランドデザインの新テーマとコンセプトについて】 
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【グランドデザインのゾーニングについて】 

中心市街地の魅力向上に向け、継続しエリアマネジメントの考え方をもって取組を進めることとし、

各エリアの状況や変化を踏まえ、ゾーニングを次のとおり設定しています。 

基本方針の対象エリア 
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４ 山形市中心市街地活性化基本計画               

本市では、平成２０年より中心市街地活性化基本計画を策定し、様々な事業に取り組ん

でいます。現在は、第３期山形市中心市街地活性化基本計画（令和２年１１月～令和８年

３月）で掲げた「人が集い、暮らす、次代へつなぐまちの魅力の創出」をテーマに、歴

史・文化資源の魅力向上による賑わいづくりやエリアマネジメントによるまちの魅力の向

上、街なかへの居住推進などに取り組み、中心市街地の活性化を図っていくこととしてい

ます。 

 

 

 

５ 山形市都市計画マスタープラン               

本市では、平成１０年１０月に山形市都市計画マスタープランを策定（平成２９年３月

改訂）し、都市計画に関する施策を推進しています。山形市都市計画マスタープランは、

都市計画法に基づき、市民の意見を反映させながら、都市計画に関する基本的な方針を総

合的かつ体系的に示すものであり、その実現に向けた土地利用、道路、公園などのまちづ

くりに関する主要計画や具体的な各種施策は、この都市計画マスタープランに即して進め

られており、都心地区については、「利便性の高いまちなか居住を支える多様な都市機能

【第３期山形市中心市街地活性化基本計画について】 
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と歴史・文化資源が調和した魅力と賑わいのあふれるまちづくり」を基本方針としていま

す。 

 

 

 

  

【都市計画マスタープラン全体の目標】 【都心地区のまちづくりの方針】 

利便性の高いまちなか居住を支える多様

な都市機能と歴史・文化資源が交差した

魅力と賑わいのあふれるまちづくり 
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６ 山形市立地適正化計画                   

本市では、山形市立地適正化計画を令和３年３月に策定しました。 

立地適正化計画は、全国的に人口減少、少子高齢化が進展する中、都市計画法を中心とし

た従来の土地利用規制に加え、医療・福祉・商業などの都市機能と住宅などの居住機能を一

定の条件を満たす区域（誘導区域）内へ緩やかに誘導するとともに、これらの区域と周辺の

生活圏を利便性の高い公共交通ネットワークで連携することにより、持続可能な都市構造を

実現することを目的とするもので、旧大沼が位置する中心拠点は、本市及び広域都市圏の中

核として、都市活動全体をけん引する役割が期待されていることから、都市圏全体を対象と

した高次都市機能の集積とこれらの機能への優れたアクセス性が求められるとしています。 
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７ 主な社会動向                        

 社会情勢の変化に伴い、今後の都市のあり方やまちづくりの方向性について、新たな考え

や取り組みが進められています。 

 

（１）ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） 

持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）とは、２００１年に策定

されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、２０１５年９月の国連サミットで加盟国

の全会一致で採択された「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」に記載された、 

２０３０年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。１７のゴール・１６９の

ターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」ことを

誓っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外務省ＨＰより 
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（２）コンパクト・プラス・ネットワーク 

人口減少・高齢化が進む中、特に地方都市においては、地域の活力を維持するとともに、

医療・福祉・商業等の生活機能を確保し、高齢者が安心して暮らせるよう、地域公共交通と

連携して、コンパクトなまちづくりを進めることが重要とされています。 

本市では、平成２９年３月に策定した「山形市都市計画マスタープラン」において、この

考え方を取り入れた多極連携型の都市構造である「拠点ネットワーク型集積都市」を目指す

こととしています。この将来都市構造の実現に向けた取組を進めるに当たり、具体的な拠点

やネットワークの在り方を明らかにすることを目的に「山形市立地適正化計画」を策定して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省ＨＰより 
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（３）市街地整備２．０ 

～『「空間」・「機能」確保のための開発』から、 

『「価値」・「持続性」を高める複合的更新』へ～ 

市街地を取り巻く環境は変化しており、市街地整備に係る考え方も大きく転換が求められ

ています。 

そのため、地方公共団体においては、エリアの価値・持続性を高める上で、多様な主体が

連携することが必須であると認識を新たにするとともに、各都市・地域において市街地整備

を進めるにあたっても、その際に求められる考え方に大きなパラダイムシフトが起こってい

ることを強く意識し、市街地整備に取り組むことが望まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省ＨＰより 
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（４）ウォーカブル推進都市 

世界の多くの都市で、まちなかを車中心からひと中心の空間へと転換し、人々が集い、憩

い、多様な活動を繰り広げられる場へと改変する取組が進められています。 

 これらの取組は、ひと中心の豊かな生活空間を実現させるだけでなく、地域消費や投資の

拡大、観光客の増加や健康寿命の延伸、孤独・孤立の防止ほか、様々な地域課題の解決や新

たな価値の創造につながります。 

 これらを踏まえ、令和元年６月２６日に「都市の多様性とイノベーションの創出に関する

懇談会」において、"WE DO"～Walkable，Eyelevel，Diversity，Openをキーワードとするこ

れからのまちづくりの方向性が打ち出されました。 

 本市は、令和２年３月にウォーカブル推進都市になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

国土交通省ＨＰより 
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第３章 エリアの調査・分析 

基本方針の策定にあたり、旧大沼周辺エリアにはどのような強みがあるのか、どのような

課題があるのか、中心市街地での各種調査から確認をしていきます。 

１ 現状・課題                         

（１）中心市街地の来街者の状況について 

  来街頻度は多いものの、少人数で来街し、滞在時間・立ち寄り箇所数・消費金額が  

低い傾向にあり、対策が必要となっています。 

①中心市街地に来る頻度・来街目的 

ほぼ毎日来街する方が３２％と最も多く、週1回以上訪れる方の割合は６４％。来街

の目的は、買い物が３４%と最も多く、次いで仕事、飲食（昼）が多い。 

 

山形市中心市街地 

グランドデザインより 
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②中心市街地に来るときの平均人数・立ち寄り箇所数・滞在時間 

来街の際の状況に関する調査で、来街の平均人数は１人、立ち寄り箇所数は２箇

所、滞在時間は１時間～２時間がそれぞれ最も多く、少数で来街し、立ち寄り箇所も

滞在時間も少ない。また、消費金額も全体の６１％が３，０００円未満と少ない。 

 

 

 

 

山形市中心市街地 

グランドデザインより 



19 

 

（２）中心市街地の回遊環境について 

  回遊環境の向上には、休憩できるスペースや５感を意識したコンテンツの充実が求め

られています。 

①中心市街地の歩行環境について 

歩きやすさという観点では「歩道の広さ」や「歩道と自転車道の分離」などで評価さ

れている。反面、歩きにくさという観点では「休憩できる施設」や「ベンチ」「日陰」な

ど一休みできるようなスペースへのニーズが高い。また、歩いて楽しいと感じるものに

ついては、「ウインドウショッピング」や「歴史を感じる街並み」「食べ歩き・はしご」

「自然」「音」「広場」など５感で感じるようなコンテンツへのニーズがある。 

 山形市中心市街地 

グランドデザインより 
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（３）中心市街地の居住環境について 

   商業施設を中心に医療や公共交通、オフィスや広場など様々な機能充実が求められて

います。 

①住まいについて 

中心市街地に住んでみたい（住み続けたい）と思う方の割合が６２％と高く、一定

数の居住ニーズがある。住みやすい街のイメージとして、商業施設の回答が非常に多

く寄せられており、住みやすさへの環境整備として商業は欠かせない機能であると考

えられる。この他にも、医療施設や公共交通なども高く、また、職場への近さも好ま

れている傾向がうかがえる。 

 
山形市中心市街地 

グランドデザインより 
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山形市中心市街地 

グランドデザインより 

物販や飲食など、 

商業施設のニーズ 

が多い。 

飲食（昼）や専門店、 

カフェなどのニーズ 

が多い。 

百貨店や飲食（昼）、 

専門店などのニーズ 

が多い。 
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２ 特徴                            

 

（１）居住人口について 

   市全体では人口が減少している中、中心市街地においては増加に転じています。特に、

七日町をはじめ、本町二丁目、十日町二丁目エリアにおける人口が増加しています。 

 

①人口の推移について 

山形市の総人口は緩やかに減少しているが、中心市街地の人口は、分譲マンションを

はじめとする共同住宅の供給により、令和３年以降増加傾向である状況がうかがえる。

全体に占める中心市街地のシェアは約４％となっている。また、七日町一丁目から三丁

目に限ると、中心市街地の中でも人口増加が多いことが分かる。 

 

・人口の推移（住民基本台帳人口） 

 

  

9,550 
9,713 9,733 

9,918 9,906 
9,725 9,609 

9,442 9,485 
9,812 9,829 

251,275 
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人
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心
市
街
地
（
人
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（２）医療をはじめとする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町（大字）名 H20 H22 H24 H26 H28 H30 H31 R2 R3 R4 R5

 大 手 町 426 416 396 396 384 364 371 345 337 332 322
 香 澄 町一丁目 299 278 257 263 243 229 216 224 204 197 195
 香 澄 町二丁目 320 303 328 397 392 400 407 408 359 334 358
 香 澄 町三丁目 345 336 331 338 344 329 331 322 336 354 338
 木の実町 1,182 1,180 1,137 1,105 1,122 1,117 1,125 1,101 1,092 1,055 1,033
 幸　　町 600 629 624 614 624 572 563 570 580 574 550
 桜　　町 419 513 534 521 516 502 487 478 477 466 448
 城 南 町一丁目 406 398 415 404 396 376 373 359 367 387 367
 十 日 町一丁目 537 552 535 544 525 516 512 488 462 433 446
 十 日 町二丁目 646 650 654 652 640 617 605 599 608 947 978
 十 日 町三丁目 561 535 524 533 529 555 551 531 550 538 505
 十 日 町四丁目 1,014 1,025 1,022 1,027 994 983 978 963 1,003 976 940
 七 日 町一丁目 108 111 112 248 316 317 322 323 326 332 341
 七 日 町二丁目 212 218 203 198 189 189 174 173 166 325 382
 七 日 町三丁目 224 220 199 193 175 204 205 201 197 206 197
 旅 篭 町一丁目 711 689 714 759 758 737 719 706 664 639 643
 旅 篭 町二丁目 98 94 93 86 91 95 96 91 86 85 192
 旅 篭 町三丁目 150 130 125 116 115 124 122 125 126 125 121
 双 葉 町一丁目 460 625 755 778 811 786 750 758 753 724 704
 本　　町一丁目 178 176 170 165 167 157 157 148 137 130 111
 本　　町二丁目 654 635 605 581 575 556 545 529 655 653 658
合　　　　計 9,550 9,713 9,733 9,918 9,906 9,725 9,609 9,442 9,485 9,812 9,829

-100～

-50～-99

-1～-49

+100～

+0～+49

+50～+99

・人口の推移（町丁別） ※1月 1日現在 

・ヒートマップ 

（H26対 R5の人口増減） 
人口増減数 

R5年と H26年を

比較した増減数 
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（２）医療をはじめとする都市機能の集積について 

   中心市街地のエリアには都市機能が集積していますが、とりわけ七日町には数多く集

積しています。 

 ①中心市街地の都市機能の集積について 

中心市街地においては、1次医療機関としてのかかりつけ医は市内の約 2割が、2次・

3次医療機関は、山形市立病院済生館など約 4割が立地しており、かかりつけ医と高機

能の医療機関の両方の医療体制が整備されている。 

また、文化・芸術施設をはじめとした公共公益施設が数多く立地しており、市民だけ

ではなく、来街者の利用も盛んである。 

・医療福祉施設の立地状況                        

施設名 施設数〔市内・（中心市街地内）〕 

病院・診療所 417（57） 

保育園 29（1） 

介護施設（入所施設、通所施設、居宅介護事業所など） 569（27） 

・中心市街地に立地している公共公益施設   

設置主体 施設名 所在地 設置・建築年 

(リノベーション) 

山形市 

山形市役所 旅篭町二丁目 昭和 58年 

山形市中央公民館 七日町二丁目 昭和 62年 

山形市立病院済生館 七日町一丁目 平成 6年 

山形市民会館 香澄町二丁目 昭和 48年 

山形まるごと館紅の蔵 十日町二丁目 (平成 21年) 

クリエイティブシティセンターQ１ 本町一丁目 (令和３年) 

最上義光歴史館 大手町 平成元年 

山形テルサ 双葉町一丁目 平成 13年 

山形県 

山形県保健福祉センター 十日町一丁目 昭和 47年 

山形県民会館 双葉町一丁目 令和 2年 

山形県郷土館（文翔館） 旅篭町三丁目 平成 7年 

国 

山形地方裁判所 旅篭町二丁目 昭和 43年 

山形地方検察庁 大手町 昭和 42年 

山形税務署 大手町 昭和 41年 

その他 
山形美術館 大手町 昭和 60年 

山形駅 香澄町一丁目 平成 5年 

※山形市中心市街地活性化基本計画より 




